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一、那覇空港自動車道（小禄道路）の整備推進について 

 那覇空港自動車道は、那覇空港と沖縄自動車道を結び、南部地域にお

ける主要幹線道路として、当該地域の交通渋滞の緩和をはじめ、利便性

の向上、産業振興の発展に寄与するとともに、沖縄本島における陸上交

通の骨格軸を形成し、沖縄本島内の各拠点間の定時性・速達性を確保す

るとともに、観光振興にも大いに貢献するものと期待を致しております。 

 これまでにも、南風原道路並びに豊見城東道路が、全線４車線開通し、

地域の利便性向上、産業の発展に大きく寄与しているところですが、近

年、当該地域の開発が目覚ましく、交通渋滞の緩和、さらなる地域の振

興、発展の為には、那覇空港へ接続する小禄道路の早期整備が、重要かつ

不可欠となっております。 

つきましては、引き続き、小禄道路の整備を推進していただきたい。 

 

一、沖縄西海岸道路(那覇北道路)の整備推進について 

 沖縄西海岸道路は、那覇港などの物流拠点と沖縄本島西海岸の各拠点

を連絡し、物流の効率化、産業振興を図るとともに、国道５８号をはじめ

とする西海岸地域の交通渋滞緩和、さらには、那覇空港へのアクセス性

向上による沖縄県の観光振興を支援する道路として、大きく期待されて

おります。 

 これまでにも、豊見城・糸満道路をはじめ、那覇西道路、浦添北道路な

どが開通し、地域の渋滞緩和、産業振興へ寄与しているところではあり

ますが、さらなる物流の効率化、産業振興を図るためには、県内最大の物

流拠点となっている那覇港周辺部において、現在事業中の那覇北道路の

早期整備が必要不可欠であります。 

つきましては、那覇北道路の整備促進を図るとともに、那覇新都心地

区から那覇北道路へアクセスする上之屋道路の早期供用に向け整備を推

進していただきたい。 



- 3 - 

 

 

一、高規格道路・南部東道路の整備促進について 

 南部東道路は、沖縄本島南部の東地域の世界遺産「斎場御嶽」、神々の

島「久高島」等、多くの観光拠点を有する南城市から那覇空港自動車道に

繋がる高規格道路で、県都那覇市や那覇空港さらに、中・北部地域へのア

クセス性向上が図れるとともに、時間距離の短縮や定時・定速性が確保

され、観光産業や各種物流面の利便性の向上、経済活動の活性化等、南部

圏域の振興を支援する重要な道路であります。 

 また、令和３年３月には、一部区間が供用開始されたところであるが那

覇空港自動車道への接続も含め、今後なお一層、供用に向け整備を促進

していただきたい。 

 つきましては、佐敷つきしろ地区以東への延伸実現に向け、引き続き

ご配慮いただきたい。 

 

一、国道３２９号与那原バイパス・南風原バイパス・西原バイパスの整備推

進について 

 国道３２９号は、沖縄本島南部地域の東海岸と県都那覇市を結ぶ主要

幹線道路ですが、近年当該地域の発展、人口の増加もあり、慢性的な渋滞

が生じており、バイパスの一部区間が供用開始されたところであるが、令

和３年度以降に大型ＭＩＣＥ施設の供用も予定されているものの、慢性

的な渋滞のため、那覇空港から大型ＭＩＣＥ施設へのアクセスが危惧さ

れているところです。 

 当該バイパスの開通は、南部地域の東西を結ぶ大動脈として、東海岸

地域の交通渋滞の緩和はもとより、地域の活性化を図り、沖縄県の均衡

ある発展に寄与する道路として、大きく期待されております。 

 つきましては、南部地域の幹線道路網を形成するとともに、沖縄の玄

関口である那覇空港や県都那覇市へのアクセスルートとなる与那原バイ
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パス、南風原バイパスの整備を推進していただきたい。 

また、西原バイパスについては、今年度より事業着手頂いたところで

すが、南部地域と中北部地域間の交通円滑化を図るため、西原バイパス

の早期整備を推進していただきたい。 

 

一、国道３３１号（知念字具志堅～山里）の改良について 

南城市内の国道３３１号は、世界遺産である斎場御獄やおきなわワー

ルドなど、南部一帯を観光するレンタカーや観光バスの利用者が年々増

えている状況にあります。 

 しかしながら、当区間の路線（知念字具志堅～山里）においては、急カ

ーブが連続する区間で、車両同士の接触事故、転倒や若者が運転するバ

イクがカーブを曲がりきれずに崖下へ転落する人身事故も発生しており

ます。 

 つきましては、交通安全の確保を図る観点から線形改良やバイパスの

整備等が必要であり、早期に整備していただきたい。 

 

一、国道５０７号（八重瀬道路及び仲井真津嘉山線）整備推進について 

 国道５０７号は、八重瀬町の島尻教育事務所付近までの区間は都市計

画道路として決定し、整備事業が推進され、津嘉山バイパスについては、

平成２６年４月に全線供用され、八重瀬道路（東風平から具志頭までの区

間）については、令和６年の完成供用を目指していることのことである

が、東風平地内の国道５０７号と県道７７号線との交差点は、交通量が多

く、朝夕問わず渋滞しているため歩行者の安全性確保と無電柱化及び自

転車道路の整備を含めた早期整備が必要であります。 

 また、国道５０７号仲井真津嘉山線は、平成５年に都市計画決定した

が、一部区間（津嘉山自動車学校前から那覇糸満線までの区間）において

は、未だ事業決定がなされておらず、直近の道路交通センサス（H27）に
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おいても２２，４２０台／日と非常に交通量が多く、交通渋滞が発生して

いる状況にあり早期事業化を図る必要があります。 

 

一、防災・減災、国土強靱化について 

 防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策を強力かつ計画的に

推進するため、必要な予算・財源を当初予算において安定的に確保してい

ただきたい。 
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